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(57)【要約】
【課題】　加圧ローラの軸方向における温度分布の均一
性が高く、形成される可視画像における光沢のバラつき
が抑制される定着装置の提供。
【解決手段】　定着装置は、加圧ローラが、芯金と、前
記芯金の上に形成される弾性体層とを有し、前記加圧ロ
ーラの弾性体層が、少なくとも、軸方向の中央から端部
に向かって形成された、中央部領域、中間領域および端
部領域を有し、中央部領域の平均の熱伝導率をλ（ｃ）
、中間領域の平均の熱伝導率をλ（ｍ）、端部領域の平
均の熱伝導率をλ（ｅ）としたときに、λ（ｃ）＜λ（
ｍ）＜λ（ｅ）を満たし、前記加圧ローラにおける前記
記録材が接触される通紙域と当該記録材が接触されない
非通紙域との境界が、当該加圧ローラにおける前記中間
領域に係る表面上に存在することを特徴とする。
【選択図】　図２



(2) JP 2017-9786 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子写真方式の画像形成装置に備えられ、互いに圧接されて定着ニップ部が形成される
よう配設された加熱部材と加圧ローラとを備えてなり、トナー像が担持された記録材を前
記定着ニップ部に通過させながら加熱および加圧する定着処理により、前記トナー像を前
記記録材上に定着する定着装置であって、
　前記加圧ローラが、芯金と、前記芯金の上に形成される弾性体層とを有し、
　前記加圧ローラの弾性体層が、少なくとも、軸方向の中央から端部に向かって形成され
た、中央部領域、中間領域および端部領域を有し、中央部領域の平均の熱伝導率をλ（ｃ
）、中間領域の平均の熱伝導率をλ（ｍ）、端部領域の平均の熱伝導率をλ（ｅ）とした
ときに、λ（ｃ）＜λ（ｍ）＜λ（ｅ）を満たし、
　前記加圧ローラにおける前記記録材が接触される通紙域と当該記録材が接触されない非
通紙域との境界が、当該加圧ローラにおける前記中間領域に係る表面上に存在することを
特徴とする定着装置。
【請求項２】
　前記中間領域が、任意の区域の平均の熱伝導率が略同等である領域からなることを特徴
とする請求項１に記載の定着装置。
【請求項３】
　前記中間領域が、前記中央部領域の端部から前記端部領域の軸方向内側端に向かうに従
って、周方向に区画した区域の平均の熱伝導率が連続的に高くなるものであることを特徴
とする請求項１に記載の定着装置。
【請求項４】
　前記弾性体層を形成する複数の領域における隣接する２つの領域の平均の熱伝導率の変
化幅が、加圧ローラの端部に向かうに従って大きくなることを特徴とする請求項１～請求
項３のいずれかに記載の定着装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式の画像形成装置に備えられる定着装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式を用いた複写機、プリンタ、ファクシミリなどの画像形成装置においては
、像担持体（感光体）上に形成された静電潜像をトナーによって現像し、形成されたトナ
ー像を、中間転写ベルトなどの中間転写体を介して、あるいは直接的に紙などの記録材に
転写し、トナー像が転写された記録材を定着装置によって定着処理することによって可視
画像を形成する工程が行われる。
　定着処理は、定着装置を構成する加熱部材とこれに圧接される加圧ローラとの間に形成
される定着ニップ部に、トナー像が担持された記録材を通過させて熱および圧力の作用に
より当該トナー像を記録材に定着させることによって行われる。
【０００３】
　このような画像形成装置において印字物を連続して出力する際には、加圧ローラにおい
て記録材が接触される通紙域は記録材に不可避的に熱を奪われるので、定着に要する表面
温度（以下、「定着温度」ともいう。）を維持するために加圧ローラの昇温がなされる。
然るに、加圧ローラにおける記録材が接触されない非通紙域である端部領域においては記
録材に熱を奪われないので過度に昇温されてしまい、その結果、加圧ローラの軸方向にお
ける温度分布の均一性が損なわれる傾向があり、これにより、形成される可視画像におい
て光沢のバラつきが生じてしまう、という問題があった。このような問題は、印字物が多
量であればあるほど顕著に生じる。
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【０００４】
　このような問題を解決するために、例えば、加圧ローラの端部領域の熱伝導率が中央部
領域よりも高くなる定着装置が提案されている（特許文献１参照）。
【０００５】
　しかしながら、このような定着装置は、定着処理において高熱伝導率の端部領域と低熱
伝導率の中央部領域との境界付近において定着温度の変化が大きく生じ易く、形成される
可視画像における光沢のバラつきを十分に解消することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－２５８６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、以上のような事情を考慮してなされたものであって、その目的は、加圧ロー
ラの軸方向における温度分布の均一性が高く、形成される可視画像における光沢のバラつ
きが抑制される定着装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の定着装置は、電子写真方式の画像形成装置に備えられ、互いに圧接されて定着
ニップ部が形成されるよう配設された加熱部材と加圧ローラとを備えてなり、トナー像が
担持された記録材を前記定着ニップ部に通過させながら加熱および加圧する定着処理によ
り、前記トナー像を前記記録材上に定着する定着装置であって、
　前記加圧ローラが、芯金と、前記芯金の上に形成される弾性体層とを有し、
　前記加圧ローラの弾性体層が、少なくとも、軸方向の中央から端部に向かって形成され
た、中央部領域、中間領域および端部領域を有し、中央部領域の平均の熱伝導率をλ（ｃ
）、中間領域の平均の熱伝導率をλ（ｍ）、端部領域の平均の熱伝導率をλ（ｅ）とした
ときに、λ（ｃ）＜λ（ｍ）＜λ（ｅ）を満たし、
　前記加圧ローラにおける前記記録材が接触される通紙域と当該記録材が接触されない非
通紙域との境界が、当該加圧ローラにおける前記中間領域に係る表面上に存在することを
特徴とする。
【０００９】
　本発明の定着装置は、前記中間領域が、任意の区域の平均の熱伝導率が略同等である領
域からなるものとして構成することができる。
【００１０】
　本発明の定着装置は、前記中間領域が、前記中央部領域の端部から前記端部領域の軸方
向内側端に向かうに従って、周方向に区画した区域の平均の熱伝導率が連続的に高くなる
ものとして構成することができる。
【００１１】
　本発明の定着装置においては、前記弾性体層を形成する複数の領域における隣接する２
つの領域の平均の熱伝導率の変化幅が、加圧ローラの端部に向かうに従って大きくなるこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の定着装置によれば、加圧ローラにおける記録材が接触される通紙域と当該記録
材が接触されない非通紙域との境界が、当該加圧ローラにおける中間領域に係る表面上に
存在するので、加圧ローラの軸方向における温度分布の均一性が高く、従って、形成され
る可視画像における光沢のバラつきが抑制される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の定着装置を備える画像形成装置の構成の一例を示す説明用断面図である
。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る定着装置の加圧ローラの構成を示す説明用正面
図である。
【図３】本発明の定着装置の構成の一例を示す説明用断面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る定着装置の加圧ローラの変形例を示す説明用正
面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る定着装置の加圧ローラの構成を示す説明用正面
図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る定着装置の加圧ローラの変形例を示す説明用正
面図である。
【図７】比較例に係る定着装置の加圧ローラの構成を示す説明用正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明について具体的に説明する。
【００１５】
〔第１の実施の形態〕
　図１は、本発明の定着装置を備える画像形成装置の構成の一例を示す説明用断面図であ
り、図２は、本発明の第１の実施の形態に係る定着装置を構成する加圧ローラの構成を示
す説明用正面図であり、図３は、本発明の定着装置の構成の一例を示す説明用断面図であ
る。
　この画像形成装置は、それぞれイエロー、マゼンタ、シアンまたは黒色のトナー像を形
成するトナー像形成部２０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃ，２０Ｂｋと、これらのトナー像形成部２
０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃ，２０Ｂｋにおいて形成されたトナー像を記録材Ｐ上に転写する中
間転写部１０と、記録材Ｐに対して加熱しながら加圧してトナー像を定着させてトナー層
を得る定着処理を行う定着装置３０とを有する。
【００１６】
　定着装置３０は、電子写真方式の画像形成装置に備えられ、互いに圧接されて定着ニッ
プ部Ｎが形成されるよう配設された加熱ローラ３１よりなる加熱部材と加圧ローラ３２と
を備えてなり、トナー像が担持された記録材Ｐを定着ニップ部Ｎに通過させながら加熱お
よび加圧する定着処理により、トナー像を記録材Ｐ上に定着するものである。
【００１７】
　加熱ローラ３１は、一般に、アルミニウムなどよりなる中空の金属ローラよりなる芯金
の内部に、ハロゲンランプなどよりなる熱源が配設されてなり、当該熱源によって芯金が
加熱され、加熱ローラ３１の外周面が所定の定着温度に維持されるように当該熱源ヘの通
電が制御されて温度調節されるものである。
　フルカラー画像の形成を行う画像形成装置の定着装置として用いられる場合は、加熱ロ
ーラとして、芯金を高い熱容量を有し、また、その芯金の外周面上に、トナー像を均質に
溶融させるためのゴム弾性層が形成されたものを用いることが好ましい。
【００１８】
〔加圧ローラ〕
　加圧ローラ３２は、加熱ローラ３１に従動して回転されるものであって、図３に示され
るように、芯金３２ａと、当該芯金３２ａの上に形成される弾性体層３２ｂとを有し、必
要に応じて、当該弾性体層３２ｂの表面にさらに離型層３２ｃが設けられる。
【００１９】
　芯金３２ａは、例えば鉄、アルミニウムなどよりなる中空の金属ローラよりなるもので
ある。
【００２０】
　加圧ローラ３２は、芯金３２ａとして中空の金属ローラを用いて構成した場合に、その
内部に、加熱ローラ３１と同様にハロゲンランプなどよりなる熱源を配設して当該熱源に
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よって芯金３２ａを加熱し、加圧ローラ３２の外周面が所定の定着温度に維持されるよう
に当該熱源ヘの通電が制御されて温度調節されるものとして構成してもよい。
【００２１】
　弾性体層３２ｂは、例えばシリコーンゴム、フッ素ゴムなどの耐熱性の高い弾性材料か
らなり、熱伝導率の調整ために熱伝導物質が添加されている。
　熱伝導物質としては、カーボンブラック、ジルコニア、酸化チタン、アルミナ、スチー
ル、鉄、窒化アルミ、窒化ホウ素などが挙げられる。これらは、１種を単独で、あるいは
２種以上を組み合わせて用いることができる。
　弾性体層３２ｂの厚みは、例えば１～２０ｍｍとすることができる。
【００２２】
　離型層３２ｃとしては、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、テトラフル
オロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）などのフッ素樹
脂などよりなるチューブを用いることが好ましい。
　離型層３２ｃの厚みは、例えば２０～１００μｍとすることができる。
【００２３】
　本発明においては、加圧ローラ３２の弾性体層３２ｂが、少なくとも、軸方向の中央か
ら端部に向かって形成された、中央部領域１、中間領域２および端部領域３を有し、中央
部領域１の平均の熱伝導率をλ（ｃ）、中間領域２の平均の熱伝導率をλ（ｍ）、端部領
域３の平均の熱伝導率をλ（ｅ）としたときに、λ（ｃ）＜λ（ｍ）＜λ（ｅ）を満足す
る。
【００２４】
　そして、この例の加圧ローラ３２においては、当該加圧ローラ３２における記録材Ｐが
接触される通紙域７と記録材Ｐが接触されない非通紙域９との境界（以下、「通紙境界」
ともいう。）Ｂが、当該加圧ローラ３２における中間領域２に係る表面上に存在すること
を特徴とする。
【００２５】
　この例の加圧ローラ３２の中間領域２は、当該中間領域２内の任意の区域の平均の熱伝
導率が略同等のものとされている。
【００２６】
　加圧ローラ３２の弾性体層３２ｂの熱伝導率は、すべての領域の任意の区域の平均の熱
伝導率が０．１～５．０Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1の範囲であることが好ましく、定着ニップ部を形
成するための柔軟性を確実に得る観点から、特に中央部領域１および中間領域２の平均の
熱伝導率が０．１～３．０Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1の範囲であることがより好ましい。
　この例の加圧ローラ３２の各領域の平均の熱伝導率の一例を示すと、中央部領域１の平
均の熱伝導率λ（ｃ）が０．２Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1、中間領域２の平均の熱伝導率λ（ｍ）が
０．５Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1、端部領域３の平均の熱伝導率λ（ｅ）が０．９Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1で
ある。
【００２７】
　加圧ローラ３２の弾性体層３２ｂにおける中央部領域１、中間領域２および端部領域３
の熱伝導率は、当該各領域に含有させる熱伝導物質の含有量を調整することによって、制
御することができる。
【００２８】
　このような加圧ローラ３２においては、当該加圧ローラ３２の弾性体層３２ｂを形成す
る複数の領域における隣接する２つの領域の平均の熱伝導率の変化幅が、加圧ローラ３２
の端部に向かうに従って大きくなることが好ましい。具体的には、この例の加圧ローラ３
２においては、中央部領域１の平均の熱伝導率をλ（ｃ）、中間領域２の平均の熱伝導率
をλ（ｍ）、端部領域３の平均の熱伝導率をλ（ｅ）としたときに、（λ（ｍ）－λ（ｃ
））＜（λ（ｅ）－λ（ｍ））を満たす。
　このように構成されることによって、定着処理時に端部領域３からの熱の発散が十分に
得られ、加圧ローラ３２の軸方向における温度分布の均一性を確実に高くすることができ
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る。
【００２９】
　加圧ローラ３２においては、定着処理時の通紙域７の中央の温度Ｔ１と端部の温度Ｔ２
との差（Ｔ２－Ｔ１）が、５℃以内とされることが好ましい。
【００３０】
　また、加圧ローラ３２においては、定着処理時の通紙域７における温度均一長率が、８
５％以上であることが好ましい。
　ここに、温度均一長率とは、任意の２点の温度差が３℃以内となる最大の軸方向長さ（
温度均一長）の通紙域７の全体の軸方向長さに対する割合をいう。
【００３１】
　この例の加圧ローラ３２の中間領域２の軸方向の長さは、例えば５～４２．５ｍｍとす
ることができる。
【００３２】
　加圧ローラ３２は、公知の種々の方法によって製造することができる。
【００３３】
　以上のような定着装置によれば、加圧ローラ３２における通紙境界Ｂが、当該加圧ロー
ラ３２における中間領域２に係る表面上に存在するので、加圧ローラ３２の軸方向におけ
る温度分布の均一性が高く、従って、多量の印字物を連続して出力した場合にも、形成さ
れる可視画像における光沢のバラつきが抑制される。
　これは、以下の理由によるものと考えられる。すなわち、加圧ローラ３２の端部領域３
においては記録材Ｐと接触しなくても良好に熱を発散することができ、従って、印字物を
連続して出力した場合であっても端部領域３の著しい温度上昇が抑制され、かつ、通紙境
界Ｂが中間領域２に存在するので、当該通紙境界Ｂ付近の定着温度の変化の度合いを小さ
く抑制することができ、その結果、加圧ローラ３２の軸方向における温度分布の均一性を
高いものとすることができる。
【００３４】
　以下、画像形成装置における定着装置３０以外の構成要件を説明する。
【００３５】
　トナー像形成部２０Ｙにおいてはイエローのトナー像形成が行われ、トナー像形成部２
０Ｍにおいてはマゼンタ色のトナー像形成が行われ、トナー像形成部２０Ｃにおいてはシ
アン色のトナー像形成が行われ、トナー像形成部２０Ｂｋにおいては黒色のトナー像形成
が行われる。
【００３６】
　トナー像形成部２０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃ，２０Ｂｋは、像担持体であるドラム状の感光
体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋと、当該感光体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋ
の表面に一様な電位を与える帯電手段２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｂｋと、一様に帯電
された感光体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋ上に所望の形状の静電潜像を形成する露
光手段２２Ｙ，２２Ｍ，２２Ｃ，２２Ｂｋと、有彩色トナーを感光体１１Ｙ，１１Ｍ，１
１Ｃ，１１Ｂｋ上に搬送して静電潜像を顕像化する現像手段２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２
１Ｂｋと、一次転写後に感光体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋ上に残留した残留トナ
ーを回収するクリーニング手段２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５Ｂｋとを備えるものである
。
【００３７】
　中間転写部１０は、中間転写ベルト１６と、トナー像形成部２０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃ，
２０Ｂｋによって形成されたトナー像を中間転写ベルト１６に転写するための一次転写ロ
ーラ１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｂｋと、一次転写ローラ１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１
３Ｂｋによって中間転写ベルト１６上に転写されたトナー像を記録材Ｐ上に転写する二次
転写ローラ１３Ａと、中間転写ベルト１６上に残留した残留トナーを回収するクリーニン
グ手段１２とを有する。
【００３８】
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　中間転写ベルト１６は、複数の支持ローラ１６ａ～１６ｄにより張架され、回動可能に
支持された無端ベルト状のものである。
【００３９】
　以上のような画像形成装置においては、まず、トナー像形成部２０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃ
，２０Ｂｋにおいて、感光体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋ上に帯電手段２３Ｙ，２
３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｂｋにより帯電され、露光手段２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｂｋに
より露光されることにより静電潜像が形成され、当該静電潜像が現像手段２１Ｙ，２１Ｍ
，２１Ｃ，２１Ｂｋにおいてトナーによって現像されることにより各色のトナー像が形成
され、一次転写ローラ１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｂｋにより中間転写ベルト１６上に
各色のトナー像が順次に転写され、中間転写ベルト１６上において重ね合わされてカラー
トナー像が形成される。一方、給紙カセット４１内に収容された記録材Ｐが、給紙搬送手
段４２により給紙され、複数の給紙ローラ４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄおよびレジス
トローラ４６によって搬送され、二次転写ローラ１３Ａにおいて当該記録材Ｐ上に中間転
写ベルト１６上のカラートナー像が一括して転写される。
　その後、記録材Ｐ上に転写されたカラートナー像が定着装置３０の定着ニップ部Ｎにお
いて加圧および加熱により定着されることにより、可視画像が出力される。
【００４０】
　各色のトナー像を中間転写ベルト１６に転写させた後の感光体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ
，１１Ｂｋは、クリーニング手段２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５Ｂｋにより当該感光体１
１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋに残留したトナーを除去した後に、次の各色のトナー像
の形成に供される。
　一方、二次転写ローラ１３Ａにより記録材Ｐ上に各色のトナー像を転写した後の中間転
写ベルト１６は、クリーニング手段１２により当該中間転写ベルト１６上に残留したトナ
ーを除去した後に、次の各色のトナー像の中間転写に供される。
【００４１】
　以上、第１の実施の形態に係る定着装置３０について説明したが、この定着装置３０は
、種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、加圧ローラは、通紙境界Ｂが、当該加圧ローラにおける中間領域と中央部領域
との境界に係る表面上以外であればどこに存在するよう構成されていてもよく、図４に示
されるように、通紙境界Ｂが当該加圧ローラ３２Ａにおける中間領域２’と端部領域３’
との境界に係る表面上に一致して存在するよう構成されていてもよい。なお、図４におい
ては、図２の加圧ローラと同様の構成を有するものを同じ符号で示す。
　この例の加圧ローラ３２Ａの中間領域２’の軸方向の長さ、すなわち通紙境界Ｂと中央
部領域１’の端部との距離は、例えば１～２４ｍｍとすることができる。
【００４２】
　また例えば、中間領域は単一の領域からなることに限定されず、加圧ローラ３２の軸方
向に分割された、互いに平均の熱伝導率の異なる複数の領域からなるものとして構成され
ていてもよい。この複数の領域は、中央部領域に隣接する領域から端部領域に隣接する領
域に向かって、平均の熱伝導率が段階的に高くなるよう配置される。
【００４３】
〔第２の実施の形態〕
　本発明の第２の実施の形態に係る定着装置は、図５に示されるように、加圧ローラ３２
Ｂの弾性体層３２ｂの中間領域５が、中央部領域４の端部から端部領域６の軸方向内側端
に向かうに従って、周方向に区画した区域の平均の熱伝導率が連続的に高くなるよう形成
されてなるものであること以外は、第１の実施の形態と同様の構成を有する。
　具体的に説明すると、中間領域５は、中央部領域４と略同等の単一の熱伝導率を有し、
当該中央部領域４に連続して当該中央部領域４の端部から端部領域６の軸方向内側端まで
伸びる、加圧ローラ３２Ｂの軸方向外方に向かうに従って周方向の長さが小さくなる三角
形状の低熱伝導率部分５αが少なくとも１つ形成されてなるものである。中間領域５にお
ける低熱伝導率部分５α以外の部分は、端部領域６に連続して形成された当該端部領域６
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と略同等の単一の熱伝導率を有する高熱伝導率部分５βとされる。この例の加圧ローラ３
２Ｂにおいては、複数の低熱伝導率部分５αが加圧ローラ３２Ｂの周方向に密接に並列さ
れて形成されている。なお、図５においては、第１の実施の形態に係る加圧ローラと同様
の構成を有するものを同じ符号で示す。
【００４４】
　この例の加圧ローラ３２Ｂの中間領域５の軸方向の長さは、例えば５～４２．５ｍｍと
することができる。
【００４５】
　このような第２の実施の形態に係る定着装置によれば、第１の実施の形態に係る定着装
置と同様の効果が得られる。
【００４６】
　以上、第２の実施の形態に係る定着装置について説明したが、この定着装置は、種々の
変更を加えることが可能である。
　例えば、加圧ローラは、通紙境界Ｂが当該加圧ローラにおける中間領域と中央部領域と
の境界に係る表面上以外であればどこに存在するよう構成されていてもよく、図６に示さ
れるように、通紙境界Ｂが加圧ローラ３２Ｃにおける中間領域５’と端部領域６’との境
界に係る表面上に一致して存在するよう構成されていてもよい。なお、図６においては、
図５の加圧ローラと同様の構成を有するものを同じ符号で示す。
　この例の加圧ローラ３２Ｃの中間領域５’の軸方向の長さ、すなわち通紙境界Ｂと中央
部領域４’の端部との距離は、例えば１～２４ｍｍとすることができる。
【００４７】
〔記録材〕
　本発明に係る画像形成装置に使用される記録材Ｐとしては、薄紙から厚紙までの普通紙
、上質紙、アート紙あるいはコート紙などの塗工された印刷用紙、市販されている和紙や
はがき用紙、ＯＨＰ用のプラスチックフィルム、布などの各種を挙げることができるが、
これらに限定されるものではない。
【００４８】
　以上のような定着装置は、モノクロの複写機やカラーの複写機、プリンタ、ファクシミ
リ装置、およびこれらの機能を組み合わせた多機能周辺機器（ＭＦＰ）などの電子写真方
式の公知の種々の画像形成装置における定着装置として好適に用いることができる。
　本発明の定着装置は、特に、加圧ローラの端部温度の上昇速度が大きい、像担持体（感
光体）の線速が例えば１００～５００ｍｍ／ｓｅｃとされる高速機に好適に用いることが
できる。
　また、厚みが大きな記録材ほど通紙域の熱を大きく奪い、その結果、加圧ローラの端部
温度の上昇速度が大きくなるので、記録材として厚みが大きいものを用いる場合にも好適
に用いることができる。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態について具体的に説明したが、本発明の実施形態は上記の例に
限定されるものではなく、種々の変更を加えることができる。
　例えば、本発明の定着装置は、上記のように熱ローラ方式のものであることに限定され
ず、例えば、発熱ベルト方式のものやベルト加熱方式のものであってもよい。
【実施例】
【００５０】
　以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【００５１】
〔実施例１〕
　加圧ローラとして、図２に従った配置の中央部領域、中間領域および端部領域がその表
面に形成されており、下記の条件を有する加圧ローラを用いた定着装置〔１〕を作製した
。
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　・芯金；全長：３４２ｍｍ、直径：φ２６ｍｍ、材質：ＳＵＳ
　・弾性体層；材質：シリコーンゴム、熱導電物質：カーボンブラック、厚み：２．０ｍ
ｍ、全長：３４０ｍｍ
　・離型層；材質：ＰＦＡ、厚み：３０μｍ
　・平均の熱伝導率；中央部領域：０．２Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1、中間領域：０．５Ｗ／ｍ-1・
Ｋ-1、端部領域：０．９Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1

　・中間領域；軸方向の長さ：２０ｍｍ、通紙境界から中央部領域までの軸方向の長さ：
１０ｍｍ
【００５２】
〔実施例２〕
　実施例１において、図４に従った配置で中央部領域、中間領域および端部領域が形成さ
れたものを用いたこと以外は同様にして、定着装置〔２〕を作製した。
　ただし、中間領域の軸方向の長さは１０ｍｍである。
【００５３】
〔実施例３〕
　実施例１において、図５に従った配置で中央部領域、中間領域の高熱伝導率部分および
低熱伝導率部分、並びに端部領域が形成されたものを用いたこと以外は同様にして、定着
装置〔３〕を作製した。
　ただし、平均の熱伝導率は、中央部領域および中間領域の低熱伝導率部分が０．２Ｗ／
ｍ-1・Ｋ-1、中間領域の高熱伝導率部分および端部領域が０．９Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1であり、
中間領域の軸方向の長さは３９ｍｍ、通紙境界から中央部領域までの軸方向の長さ：２４
ｍｍである。
【００５４】
〔実施例４〕
　実施例１において、図６に従った配置で中央部領域、中間領域の高熱伝導率部分および
低熱伝導率部分、並びに端部領域が形成されたものを用いたこと以外は同様にして、定着
装置〔４〕を作製した。
　ただし、平均の熱伝導率は、中央部領域および中間領域の低熱伝導率部分が０．２Ｗ／
ｍ-1・Ｋ-1、中間領域の高熱伝導率部分および端部領域が０．８Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1であり、
中間領域の軸方向の長さは２４ｍｍである。
【００５５】
〔比較例１〕
　実施例１において、任意の区域の平均の熱伝導率が全て略同等である加圧ローラを用い
たこと以外は同様にして、定着装置〔５〕を作製した。
　ただし、平均の熱伝導率は、０．２Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1である。
【００５６】
〔比較例２〕
　実施例１において、図７（ａ）に従った配置で中央部領域Ｓ１および端部領域Ｓ２が形
成されたもの、すなわち、通紙境界と中央部領域Ｓ１と端部領域Ｓ２との境界が一致する
ものを用いたこと以外は同様にして、定着装置〔６〕を作製した。なお、図７において、
第１の実施の形態と共通する部材には同一の符号を付した。以下において同じである。
　ただし、平均の熱伝導率は、中央部領域Ｓ１が０．２Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1、端部領域Ｓ２が
０．５Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1である。
【００５７】
〔比較例３〕
　実施例１において、図７（ｂ）に従った配置で中央部領域Ｓ３および端部領域Ｓ４が形
成されたものを用いたこと以外は同様にして、定着装置〔７〕を作製した。
　ただし、平均の熱伝導率は、中央部領域Ｓ３が０．５Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1、端部領域Ｓ４が
１．０Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1であり、中央部領域Ｓ３の軸方向の長さが３１７ｍｍである。
【００５８】
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〔比較例４〕
　実施例１において、図７（ｃ）に従った配置で中央部領域Ｓ５および端部領域Ｓ６が形
成されたものを用いたこと以外は同様にして、定着装置〔８〕を作製した。
　ただし、平均の熱伝導率は、中央部領域Ｓ５が０．３Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1、端部領域Ｓ６が
０．７Ｗ／ｍ-1・Ｋ-1であり、中央部領域Ｓ５の軸方向の長さは１３９ｍｍである。
【００５９】
〔光沢の安定性の評価〕
　上記の定着装置〔１〕～〔８〕を、複写機「ｂｉｚｈｕｂ　ＰＲＯ　Ｃ６５５０」（コ
ニカミノルタ社製）に装着し、これを用いて、常温常湿（温度２０℃、湿度５０％ＲＨ）
の環境下において、Ａ４サイズの高光沢紙「ＰＯＤグロスコート（坪量１２８ｇ／ｍ2 ）
」（王子製紙社製）および低光沢紙「ＰＯＤマットコート（坪量１２８ｇ／ｍ2 ）」（王
子製紙社製）上に、トナー付着量４ｍｇ／ｃｍ2 のベタ画像を連続して１００枚出力した
。
　定着処理時の通紙域の中央の温度Ｔ１と端部の温度Ｔ２を測定した。また、定着処理時
の通紙域における温度均一長率を測定した。
　そして、形成したベタ画像の１０枚目および１００枚目について、それぞれ、ベタ画像
の中央部の光沢（Ｇ１）および端部の光沢（Ｇ２）を、「ガードナー・マイクロ－グロス
７５度光沢計」（ビックガードナー社製）で測定し、その光沢差ΔＧ＝（Ｇ２－Ｇ１）を
算出した。結果を表１に示す。
　この光沢差ΔＧが小さいほど、通紙域の中央と端部との温度差が小さく、本発明におい
ては、１０枚目および１００枚目の光沢差ΔＧがいずれも１０以下である場合を合格と判
断する。
【００６０】
【表１】

【符号の説明】
【００６１】
１、１’　中央部領域
２、２’　中間領域
３、３’　端部領域
４、４’　中央部領域
５、５’　中間領域
５α　低熱伝導率部分
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５β　高熱伝導率部分
６、６’　端部領域
７　通紙域
９　非通紙域
１０　中間転写部
１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋ　感光体
１２　クリーニング手段
１３Ｙ，１３Ｍ，１３Ｃ，１３Ｂｋ　一次転写ローラ
１３Ａ　二次転写ローラ
１６　中間転写ベルト
１６ａ～１６ｄ　支持ローラ
２０Ｙ，２０Ｍ，２０Ｃ，２０Ｂｋ　トナー像形成部
２１Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｂｋ　現像手段
２２Ｙ，２２Ｍ，２２Ｃ，２２Ｂｋ　露光手段
２３Ｙ，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｂｋ　帯電手段
２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５Ｂｋ　クリーニング手段
３０　定着装置
３１　加熱ローラ
３２、３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ　加圧ローラ
３２ａ　芯金
３２ｂ　弾性体層
３２ｃ　離型層
４１　給紙カセット
４２　給紙搬送手段
４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄ　給紙ローラ
４６　レジストローラ
Ｂ　通紙境界
Ｎ　定着ニップ部
Ｐ　記録材
Ｓ１、Ｓ３、Ｓ５　中央部領域
Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６　端部領域
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